
東京
85％地域

ＯＮＣ
ＢＳＣ　等

東京
85％地域

一時金　50万円

移行後3年間
現行賃金水準担保

統括会社（ＭＥ埼玉）

統括会社（ＭＥ東京）

東京
85％地域

一時金　３０万円

ＭＥ東京
ＭＥ東京→東京・統括会社

出向 or 派遣？

埼玉
75％地域

Ｈ17.7 Ｈ20.6

復帰

継続勤務

本人
希望

さいたま新都心におけるネットワーク等監視業務による
退職・再雇用者の都県域間の人員移動について

3年間

大
手
町
に
あ
る
専
用
線
故
障
受

付
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
監
視
の
各
セ

ン
タ
ー
や
、
霞
ヶ
関
の
フ
ァ
シ
リ

テ
ィ
ー
ズ
の
監
視
セ
ン
タ
ー
が
、

さ
い
た
ま
新
都
心
に
今
年
７
月
移

転
予
定
。

こ
れ
に
よ
り
、
賃
金
10
％
ダ
ウ

ン
の
埼
玉
で
今
の
仕
事
を
つ
づ
け

る
か
、
あ
る
い
は
М
Ｅ
東
京
に
残
っ

て
新
た
な
仕
事
に
つ
く
か
の
選
択

を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
い
た
ま
新
都
心
に
移
転
す
る

と
横
浜
以
南
、
千
葉
、
そ
し
て
茨

城
か
ら
の
通
勤
者
は
、
通
勤
が
極

め
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

埼
玉
に
現
行
業
務
が
移
行
す
る

と
い
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な

る
の
か
展
望
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
ば
か
り
か
、
Ｏ
Ｎ
Ｃ
と
Ｂ
Ｓ
Ｃ

と
の
業
務
統
合
も
噂
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
行
業
務
に
つ
い
て
埼
玉
に

行
っ
た
は
い
い
が
、
賃
金
10
％
ダ

ウ
ン
に
な
る
ば
か
り
か
、
現
行
業

務
も
奪
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に

も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

逆
に
、
現
行
業
務
が
仮
に
縮
小
、

な
い
し
は
統
合
さ
れ
た
時
点
で
東

京
に
戻
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ

る
い
は
、
本
人
の
事
情
が
生
じ
た

時
点
で
東
京
に
戻
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
一
旦
、
埼
玉
を
選
択
さ
れ

た
ら
３
年
間
は
「
本
人
希
望
」
は

出
来
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

戻
っ
た
と
き
東
京
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
予
測
で
き
ま
せ
ん
。

02
年
７
月
、
「
今
の
仕
事
・
今

の
職
場
」
を
前
提
に
、
や
む
な
く

Ｎ
Ｔ
Ｔ
退
職
・
15
％
賃
金
ダ
ウ
ン

の
Ｍ
Ｅ
東
京
へ
再
雇
用
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。
今
ま
た
、
私
た
ち
の
不

安
・
疑
問
に
答
え
る
こ
と
な
く
、

50
万
円
の
「
手
切
れ
金
」
で
、
Ｍ

Ｅ
埼
玉
へ
行
け
、
３
年
後
は
25
％

賃
金
ダ
ウ
ン
だ
、
と
い
う
の
で
す
。

わ
ず
か
な
金
で
、
約
束
も
な
に
も

反
故
（
ほ
ご
）
に
し
て
し
ま
お
う

と
い
う
も
の
で

す
。
ま
た
も
や
、

生
活
設
計
が
ズ

タ
ズ
タ
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の

経
過
か
ら
い
っ

て
も
、
会
社
は
、

生
活
や
通
勤
事

情
で
移
転
で
き

な
い
労
働
者
に

対
し
て
、
現
在

の
職
場
に
現
在

の
仕
事
を
確
保

す
る
責
任
が
あ

り
ま
す
。

Ｎ
関
労
は
、

移
転
で
き
な
い

労
働
者
と
と
も

に
闘
い
ま
す
。

１人の首切りも許さない！
東日本ＮＴＴ関連合同労働組合東京支部
東京都豊島区南長崎2-3-20 ＮＴＴ落合ビル3Ｆ
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Ｏ
Ｎ
Ｃ
、
Ｂ
Ｓ
Ｃ
等
の
業
務
集
約
に
伴
い
東
京
地
域
か
ら
埼
玉
地
域
に
移
行

す
る
退
職
・
再
雇
用
者
に
対
し
て
の
「
限
定
的
な
措
置
」
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

（
下
表
参
照
）

Ｎ
関
労
は
、
生
活
や
通
勤
事
情
で
埼
玉
地
域
に
移
転
で
き
な
い
労
働
者
と
と

も
に
、
働
き
続
け
る
条
件
を
検
討
・
要
求
し
、
闘
い
続
け
ま
す
。

さいたま新都心

移転問題

今
の
仕
事
、
今
の
職
場
だ

か
ら
と
15
％
減
を
や
む
な
く

認
め
た
の
に
、
今
度
は
25
％

減
の
埼
玉
へ
行
け
、
と
は
！

ま
た
「
選
択
」
を
強
要

通
勤
出
来
な
い

50
万
円
で
「解
決
」

で
す
か
！

戻
れ
る
の
か

将
来
ど
う
な
る

この法律の２６条には、「転勤について企業が

配慮すべき事項が記されています。

■転勤についての配慮（法第２６条）
事業主は、労働者を転勤させようとするときに

は、育児や介護を行うことが困難となる労働者に

ついて、その育児又は介護の状況に配慮しなけれ

ばなりません。配慮することの内容としては、例

えば、

１.その労働者の子の養育又は家族の介護の状況

を把握すること。

２.労働者本人の意向を斟酌（しんしゃく）する

こと。

３.就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は

家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。

等が考えられ、これらは配慮することの内容の

例示であり、他にも様々な配慮が考えられます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律
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85
年
民
営
化
時
、
「
人
間
企
業

Ｎ
Ｔ
Ｔ
」
を
標
榜
し
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が

今
、
成
果
に
関
わ
ら
ず
「
扶
養
手

当
」
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
公
平
感
、
納
得
感
が
得
に
く
い
」

と
し
て
、
少
子
高
齢
化
時
代
の
企

業
の
社
会
的
責
任
を
い
と
も
簡
単

に
放
棄
し
た
。
し
か
も
「
中
期
経

営
戦
略
」
と
や
ら
で
は
、
そ
の
戦

略
の
前
提
と
し
て
「
少
子
高
齢
化
」

を
展
望
し
た
施
策
を
立
て
て
い
る

の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
噴
飯
も
の
だ
。

さ
ら
に
、
①
年
齢
賃
金
廃
止

（
Ｏ
Ｓ
会
社
に
は
す
で
に
な
い
）
、

②
職
責
手
当
の
廃
止
等
を
提
案
し

て
い
る
。

だ
が
、
判
断
基
準
と
す
る
「
成

果
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
誰

が
ど
う
評
価
す
る
の
か
。
こ
れ
ま

で
情
報
公
開
も
な
く
、
恣
意
的
な

評
価
が
横
行
し
て
い
る
。

労
働
者
の
生
活
設
計
が
た
た
な

い
ば
か
り
か
、
賃
上
げ
の
た
め
に

は
、
人
を
押
し
の

け
て
成
果
を
上
げ

る
こ
と
を
強
い
ら

れ
る
。
24
時
間
丸

ご
と
企
業
戦
士
が

求
め
ら
れ
る
。
一

旦
、
健
康
が
奪
わ

れ
る
や
否
や
「
Ｄ
］

評
価
と
な
り
、
賃

下
げ
と
な
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
も
っ

と
も
ら
し
い
改
悪

提
案
を
し
て
い
る
。

だ
が
、
何
の
こ
と
は
な
い
。
経
営

環
境
が
厳
し
い
か
ら
、
労
働
者
を

絞
り
取
れ
る
だ
け
絞
っ
て
い
こ
う
、

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の

「
負
け
組
」
と
少
数
の
「
勝
ち
組
」

に
選
別
・
差
別
し
、
支
配
し
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
だ
。

「
馬
の
鼻
っ
面
に
ニ
ン
ジ
ン
」

と
い
う
諺
が
あ
る
。
成
果
主
義
賃

金
は
あ
た
か
も
「
ニ
ン
ジ
ン
」
の

よ
う
だ
が
、
私
た
ち
は
「
馬
」
で

は
な
い
！

「成
果
」っ
て
何
ん
だ
！

24
時
間
丸
ご
と
企
業
戦
士
！

そ
こ
ま
で
や
る
の
か

、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
！

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
す
る
中
で
、
同
じ
成
果
・

業
績
を
あ
げ
て
い
な
が
ら
、
年
齢
や
家
族
構
成
な
ど
の
属
人

的
要
素
の
違
い
に
よ
り
給
与
水
準
に
差
異
が
生
じ
る
の
は
、

社
員
の
公
平
感
、
納
得
感
が
得
ら
れ
に
く
い
こ
と
か
ら
、
成

果
・
業
績
に
応
じ
た
処
遇
を
推
進
す
る
観
点
に
立
っ
て
、
扶

養
手
当
は
廃
止
す
る
」
と
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
そ
の
社
会
的
責
任

を
放
棄
し
、
平
然
と
「
扶
養
手
当
廃
止
」
を
宣
言
し
た
。

少
子
高
齢
化
社
会
・・

扶
養
手
当
廃
止
！

「馬
」で
は
な
い

退職・再雇用制度は廃止すべきです。
にもかかわらず、ＮＴＴは、今年も５
０才のＮＴＴ労働者に、また「満了型」
選択者にはみたび「退職・再雇用」を迫っ
ています。
成果主義賃金への改悪、ＳＴＥＰ2合
理化等、私たちの生活と権利を奪う攻撃
も強まっています。
Ｎ関労は、１人の首切りも許さない、
仲間を裏切らない労働組合として02年結
成されました。
そして、旧来の枠にとらわれず、契約
や派遣の労働者の結集してきています。
Ｎ関労に加入し、私たち１人ひとりの
生活と権利を守ろうではありませんか！

■Ｎ関労ホームページ
http://www.n-kanrou.com/

■メール
hiro555@amber.
plala.or.jp

みなさんからの連絡
をお待ちしています！


